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新
旧
対
照
表 

○
千
葉
県
県
営
住
宅
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
五
号
） 

 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
単
身
で
入
居
で
き
る
者
） 

（
削
る
。
） 

第
一
条
の
二 

条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

 

一 

六
十
歳
以
上
の
者 

 

二 

障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

障
害
者
で
、
そ
の
障
害
の
程
度
が
次
に
掲
げ
る
障
害
の
種
類
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
障
害
の
程
度
で
あ
る
も
の 

 

イ 

身
体
障
害 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五

号
）
別
表
第
五
号
の
一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
程
度 

 

ロ 

精
神
障
害
（
知
的
障
害
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
） 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三

項
に
規
定
す
る
一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
程
度 

 

ハ 

知
的
障
害 

ロ
に
規
定
す
る
精
神
障
害
の
程
度
に
相
当
す
る
程
度 

 

三 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
戦
傷
病
者
で
そ
の
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）

別
表
第
一
号
表
ノ
二
の
特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
又
は
同
法
別
表
第
一
号
表
ノ
三

の
第
一
款
症
の
も
の 

 

四 

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者 

 

五 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

被
保
護
者
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国

残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三

十
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
給
付
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
給
付
、

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
「
平
成
二
十

五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
及
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び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
支
援
給
付
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い

る
者 

 

六 

海
外
か
ら
の
引
揚
者
で
日
本
に
引
き
揚
げ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い

な
い
も
の 

 

七 

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等 

 

八 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
に

規
定
す
る
被
害
者
又
は
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
に

あ
る
相
手
か
ら
暴
力
を
受
け
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 

イ 

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十

八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
又
は
配

偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
五
条
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
保
護
が
終
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

 

ロ 

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
十
条
第
一
項
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の

二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
し

た
接
近
禁
止
命
令
の
申
立
て
を
行
つ
た
者
で
当
該
命
令
が
そ
の
効
力
を
生
じ
た
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の 

 

ハ 

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
十
条
の
二
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の
二

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
し
た

退
去
等
命
令
の
申
立
て
を
行
つ
た
者
で
当
該
命
令
が
そ
の
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起

算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の 

 

九 

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
犯
罪
被
害
者
等
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の 

 

イ 

犯
罪
等
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
、
生
計
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
と
認

め
ら
れ
る
者 

 
ロ 

現
に
居
住
し
て
い
る
住
宅
又
は
そ
の
付
近
に
お
い
て
犯
罪
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
当
該
住
宅
に
引
き
続
き
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
者 

 
 

（
入
居
収
入
基
準
に
係
る
障
害
の
程
度
） 

（
入
居
収
入
基
準
に
係
る
障
害
の
程
度
） 

第
一
条
の
二 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ(

イ)(

１)

に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
障
害

の
程
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
障
害
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と

第
一
条
の
三 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ(

イ)(

１)

に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
障
害

の
程
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
障
害
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
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す
る
。 

す
る
。 

一 

身
体
障
害 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）

別
表
第
五
号
の
一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
程
度 

一 

身
体
障
害 

前
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
程
度 

二 
精
神
障
害
（
知
的
障
害
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
） 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に

規
定
す
る
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
程
度 

二 

精
神
障
害 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
第
三

項
に
規
定
す
る
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
程
度 

三 

略 

三 

略 

２ 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ(

イ)(

２)

に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
障
害
の
程
度

は
、
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
の
特
別
項
症
か
ら

第
六
項
症
ま
で
又
は
同
法
別
表
第
一
号
表
ノ
三
の
第
一
款
症
に
該
当
す
る
程
度
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ(

イ)(

２)

に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
障
害
の
程
度

は
、
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
程
度
と
す
る
。 

 
 

（
入
居
の
許
可
） 

（
入
居
の
許
可
） 

第
二
条 

略 

第
二
条 

略 

２ 

一
般
県
営
住
宅
（
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
県
営
住
宅
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
入
居
し
よ
う
と
す
る
者
が
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
県
営
住
宅
入
居
申
込
書

を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
申
込
書
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
条
例
第
四
条

第
三
号
、
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
理
由
の
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
抽
選
に
よ
り
そ
の
順
位
を
決

定
さ
れ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
順
位
が
決
定
さ
れ
た
後
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

一
般
県
営
住
宅
（
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
県
営
住
宅
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
入
居
し
よ
う
と
す
る
者
が
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
県
営
住
宅
入
居
申
込
書

を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
申
込
書
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
条
例
第
四
条

第
三
号
、
第
四
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
理
由
の
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
抽
選
に
よ
り
そ
の
順
位
を
決

定
さ
れ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
順
位
が
決
定
さ
れ
た
後
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三 

略 

一
～
三 

略 

（
削
る
。
） 

四 

婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
の
婚

姻
の
予
約
者
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
事
実
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類 

四 

条
例
第
四
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
理
由
の
あ
る
者
に

あ
つ
て
は
、
当
該
事
実
を
証
す
る
書
類 

五 

条
例
第
四
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
理
由
の
あ
る
者
に

あ
つ
て
は
、
当
該
事
実
を
証
す
る
書
類 

五 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者
又
は
同
号
に
規
定
す
る
親
族
に
準

ず
る
者
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
事
実
を
証
明
す
る
に
足
り

る
書
類 

（
新
設
） 

六 

次
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類 

六 
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類 

イ 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
イ
）
（
２
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
規
定
す
る
者 

 

（
新
設
） 

ロ 

条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
者 

（
新
設
） 

ハ 

第
三
条
の
三
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
者 

（
新
設
） 

ニ 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三

（
新
設
） 
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号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童

（
以
下
「
委
託
児
童
」
と
い
う
。
） 

３
・
４ 
略 

３
・
４ 

略 

 
 

（
特
別
割
当
て
等
の
対
象
と
な
る
障
害
の
程
度
） 

（
特
別
割
当
て
等
の
対
象
と
な
る
障
害
の
程
度
） 

第
三
条
の
二 
条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
障
害
の
程
度
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
障
害
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

身
体
障
害 

第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
程
度 

 

二 

精
神
障
害 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
第
三

項
に
規
定
す
る
一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
程
度 

 

三 

知
的
障
害 

前
号
に
規
定
す
る
精
神
障
害
の
程
度
に
相
当
す
る
程
度 

第
三
条
の
二 

条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
障
害
の
程
度
は
、
第
一
条
の

二
第
二
号
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 
 

（
特
別
割
当
て
等
の
対
象
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
） 

（
特
別
割
当
て
等
の
対
象
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
） 

第
三
条
の
三 

条
例
第
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

第
三
条
の
三 

条
例
第
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

一 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
イ
）
（
２
）
、
（
３
）
又
は
（
５
）
に
規
定
す
る

者 

一 

第
一
条
の
二
各
号
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者 

二 

委
託
児
童
を
養
育
す
る
者 

（
新
設
） 

三 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

被
保
護
者
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国

残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三

十
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
給
付
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
給
付
、

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
「
平
成
二
十

五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
及

び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
支
援
給
付
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い

る
者 

（
新
設
） 

四 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
に

規
定
す
る
被
害
者
又
は
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
に

（
新
設
） 
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あ
る
相
手
か
ら
暴
力
を
受
け
た
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 
 

イ 

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十

八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
又
は
配

偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
五
条
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
保
護
が
終
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

 

 
 

ロ 

配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
十
条
第
一
項
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の

二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
条
の
二
（
配
偶
者

暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
し
た
命
令
の
申
立
て
を
行
つ
た
者
で
当
該
命
令
が
そ
の
効

力
を
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の 

 

五 

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
犯
罪
被
害
者
等
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の 

（
新
設
） 

 
 

イ 

犯
罪
等
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
、
生
計
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
と
認

め
ら
れ
る
者 

 

 
 

ロ 

現
に
居
住
し
て
い
る
住
宅
又
は
そ
の
付
近
に
お
い
て
犯
罪
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
当
該
住
宅
に
引
き
続
き
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
者 

 

六 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
賃
貸
住
宅
に
現
に
居
住
す
る
者
で
、
当
該
賃
貸
住

宅
の
建
替
え
に
伴
い
一
般
県
営
住
宅
へ
の
入
居
を
希
望
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
建
替

え
後
の
賃
貸
住
宅
に
係
る
家
賃
が
著
し
く
上
昇
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
家
賃
の
負
担

が
困
難
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

二 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
賃
貸
住
宅
に
現
に
居
住
す
る
者
で
、
当
該
賃
貸
住

宅
の
建
替
え
に
伴
い
一
般
県
営
住
宅
へ
の
入
居
を
希
望
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
建
替

え
後
の
賃
貸
住
宅
に
係
る
家
賃
が
著
し
く
上
昇
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
家
賃
の
負
担

が
困
難
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

七 

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
条
第
四
号

に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域
又
は
東
京
電
力
原
子
力
事
故
に
よ
り
被
災
し
た
子
ど
も
を

は
じ
め
と
す
る
住
民
等
の
生
活
を
守
り
支
え
る
た
め
の
被
災
者
の
生
活
支
援
等
に
関
す

る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
支
援
対
象
地
域
の
い
ず
れ
か
に
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
現

に
居
住
し
て
い
た
者 

三 

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
条
第
四
号

に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域
又
は
東
京
電
力
原
子
力
事
故
に
よ
り
被
災
し
た
子
ど
も
を

は
じ
め
と
す
る
住
民
等
の
生
活
を
守
り
支
え
る
た
め
の
被
災
者
の
生
活
支
援
等
に
関
す

る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
支
援
対
象
地
域
の
い
ず
れ
か
に
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
現

に
居
住
し
て
い
た
者 

 
 

（
収
入
の
申
告
等
） 

（
収
入
の
申
告
等
） 

第
六
条 

条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
の
申
告
は
、
収
入
申
告
書
（
別

記
第
十
一
号
様
式
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。 

第
六
条 
条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
の
申
告
は
、
収
入
申
告
書
（
別

記
第
十
一
号
様
式
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。 

一
・
二 

略 

一
・
二 

略 
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三 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を

証
す
る
書
類 

三 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を

証
す
る
書
類 

２
・
３ 
略 

２
・
３ 

略 

 
 

（
改
良
住
宅
の
管
理
） 

（
改
良
住
宅
の
管
理
） 

第
十
八
条 

略 

第
十
八
条 

略 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
章
（
第
六
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
六
条
の
三
ま
で
及
び
第

十
七
条
の
三
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第

二
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
本
文
を
除
く
。
）
中
「
一
般
県
営
住
宅
」
と
あ
る
の

は
「
改
良
住
宅
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
う
ち
同
表
中
欄
に

掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
章
（
第
六
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
六
条
の
三
ま
で
及
び
第

十
七
条
の
三
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第

二
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
本
文
を
除
く
。
）
中
「
一
般
県
営
住
宅
」
と
あ
る
の

は
「
改
良
住
宅
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
う
ち
同
表
中
欄
に

掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
二
第
一

項 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号

イ(

イ)(

１) 

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
条
第

一
項
第
一
号
イ(

イ)(

１) 

 
 

第
一
条
の
二 

条
例
第
五
条
第
一
項 

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
条
第

一
項 

 

 

第
一
条
の
二
第
二

項 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号

イ(

イ)(

２) 
条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
条
第

一
項
第
一
号
イ(

イ)(

２) 

 
 

第
一
条
の
三 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号

イ(

イ)(

１) 

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
条
第

一
項
第
二
号
イ(

イ)(

１) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号

イ(

イ)(

２) 

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
条
第

一
項
第
二
号
イ(

イ)(

２) 

 

 
 

略 
 

 
 

 
 

略 
 

 
 

 

第
二
条
第
二
項
第

四
号 

 

略 
 

 
 

第
二
条
第
二
項
第

五
号 

 

略 
 

 

 

第
二
条
第
二
項
第

五
号 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
五
号 

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
条
第

一
項
第
五
号 

 
 

（
新
設
） 

 
 

 

 

第
二
条
第
二
項
第

六
号
イ 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号

イ
（
イ
）
（
２
）
か
ら
（
５
）

ま
で 

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
条
第

一
項
第
一
号
イ
（
イ
）
（
２
）

か
ら
（
５
）
ま
で 

 
 

（
新
設
） 

 
 

 

 

第
二
条
第
二
項
第

六
号
ロ 

条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号

及
び
第
四
号 

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
八
条
第

一
項
第
三
号
及
び
第
四
号 

 
 

（
新
設
） 

 
 

 

 
 

略 
 

 
 

 
 

略 
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第
三
条
の
三
各
号

列
記
以
外
の
部
分 

 

略 
 

 
 

第
三
条
の
三 

 

略 
 

 

 
第
三
条
の
三
第
一

号 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号

イ
（
イ
）
（
２
）
、
（
３
）

又
は
（
５
） 

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
条
第

一
項
第
一
号
イ
（
イ
）
（
２
）
、

（
３
）
又
は
（
５
） 

 
 

（
新
設
） 

 
 

 

 
 

略 
 

 
 

 
 

略 
 

 
 

３
～
５ 

略 

３
～
５ 

略 

 
 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
十
八
条
の
六 

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
そ
の
共
同
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
（
第
二
項
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
三
項
を
除

く
。
）
、
第
四
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
七
条
、
第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第

十
七
条
、
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
四
か
ら
第
十
七
条
の
八
ま
で
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
二
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分

本
文
を
除
く
。
）
中
「
一
般
県
営
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
」
と
読
み

替
え
る
ほ
か
、
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
う
ち
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
下
欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
八
条
の
六 

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
そ
の
共
同
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
（
第
二
項
第
六
号
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
条

か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
七
条
、
第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
七

条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
四
か
ら
第
十
七
条
の
八
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
二
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
本
文
を
除
く
。
）

中
「
一
般
県
営
住
宅
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次

表
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
う
ち
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
よ

う
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

略 
 

 
 

 
 

略 
 

 
 

 

第
二
条
第
二
項
第

四
号 

条
例
第
四
条
第
一
号
、
第
二

号
、
第
五
号
及
び
第
六
号 

条
例
第
三
十
四
条
の
八
に
お
い

て
準
用
す
る
条
例
第
四
条
第
一

号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第

六
号 

 
 

第
二
条
第
二
項
第

五
号 

条
例
第
四
条
第
一
号
、
第
二

号
、
第
五
号
及
び
第
六
号 

条
例
第
三
十
四
条
の
八
に
お
い

て
準
用
す
る
条
例
第
四
条
第
一

号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第

六
号 

 

 

第
二
条
第
二
項
第

五
号 

条
例
第
五
条
第
一
項
第
五
号 

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五

年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
三
条

第
四
号
イ 

 
 

（
新
設
） 

 

 
 

 

 

同
号 

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の

促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
五
年
建
設
省
令
第
十
六

号
）
第
一
条
第
一
号 

 
 

 
 

 

 
 

略 
 

 
 

 
 

略 
 

 
 

 
 

（
政
令
月
収
の
基
準
） 

（
政
令
月
収
の
基
準
） 
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第
十
九
条 

条
例
第
二
条
第
五
号
及
び
第
三
十
五
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
政
令
月
収
の

基
準
は
、
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
（
条
例
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
地
域
特
別
賃
貸
住
宅

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
入
居
の
申
込
み
を
し
た
日
に
お
い
て
、
十
五
万
八
千
円
を
超

え
二
十
一
万
四
千
円
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
十
九
条 

条
例
第
二
条
第
五
号
及
び
第
三
十
五
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
政
令
月
収
の

基
準
は
、
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
（
条
例
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
地
域
特
別
賃
貸
住
宅

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
入
居
の
申
込
み
を
し
た
日
に
お
い
て
、
十
五
万
八
千
円
を
超

え
二
十
一
万
四
千
円
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

略 

一 

略 

二 

満
六
十
歳
以
上
の
者
又
は
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

等
の
中
に
満
六
十
歳
以
上
の
者
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
十
五
万
八
千
円
を
超
え
三

十
一
万
三
千
円
以
下 

二 

満
六
十
歳
以
上
の
者
又
は
現
に
同
居
し
、
若
し
く
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
の
中

に
満
六
十
歳
以
上
の
者
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
十
五
万
八
千
円
を
超
え
三
十
一
万

三
千
円
以
下 

 
 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
二
十
二
条 

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
及
び
そ
の
共
同
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
（
第
二
項
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
、

第
四
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
七
条
、
第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
七
条
、

第
十
七
条
の
二
、
第
十
七
条
の
四
か
ら
第
十
七
条
の
八
ま
で
及
び
第
十
八
条
の
五
の
規
定

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
二
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外

の
部
分
本
文
を
除
く
。
）
中
「
一
般
県
営
住
宅
」
と
あ
り
、
及
び
「
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
」

と
あ
る
の
は
「
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
う
ち
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

第
二
十
二
条 

地
域
特
別
賃
貸
住
宅
及
び
そ
の
共
同
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
（
第
二
項
第
六
号
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
四
条
か

ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
七
条
、
第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
七
条

の
二
、
第
十
七
条
の
四
か
ら
第
十
七
条
の
八
ま
で
及
び
第
十
八
条
の
五
の
規
定
を
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
二
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
本

文
を
除
く
。
）
中
「
一
般
県
営
住
宅
」
と
あ
り
、
及
び
「
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
」
と
あ
る

の
は
「
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
う
ち

同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

略 
 

 
 

 
 

略 
 

 
 

 

第
二
条
第
二
項
第

四
号 

条
例
第
四
条
第
一
号
、
第
二

号
、
第
五
号
及
び
第
六
号 

条
例
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
四
条
第

一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び

第
六
号 

 
 

第
二
条
第
二
項
第

五
号 

条
例
第
四
条
第
一
号
、
第
二

号
、
第
五
号
及
び
第
六
号 

条
例
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
四
条
第

一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び

第
六
号 

 

 
 

略 
 

 
 

 
 

略 
 

 
 

 
 

附 

則 

附 

則 

１
～
３ 

略 

１
～
３ 
略 

（
削
る
。
） 

４ 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
前
に
五
十
六
歳
以
上
で
あ
る
者
（
同
日
に
お
い
て
六
十
歳
以

上
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
は
、
第
一
条
の
二
第
一
号
（
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
該
当
す
る
者
と
み
な
す
。 

（
削
る
。
） 

５ 

使
用
料
及
び
手
数
料
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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別
表
第
五
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

二
十
二 

県
営
住
宅
の
家
賃
及
び
割
増
賃
料 

 
 

 










